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201

本研究は,すでに発表した1945年から　　年代初期までの西ドイツ職業教育･訓練の展開を扱っ

た拙稿1)を受けて,戟後の西ドイツ職業教育･訓練史上大きな転換点となる60年代後半から70年代
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にかけての動向を扱っている｡

戟後20年を経過して,西ドイツの経済社会構造は大きな転機にさしかかっていた｡とりわけ,坐

産技術の急激な進展によって,デュアルシステムによる従来の職業教育･訓練は問い直しを迫られ

た｡すでに明らかにしたように>, 60年代半ばまでは,全体として｢量的な面での復興発展,そし

て質的な面での伝統の復古継承の時期｣2)と特徴づけられる｡そして,それ以降,西ドイツの職業

教育･訓練は激動期を迎える｡一方で,直接的にはオートメーション化の進行をはじめとする生産

方法の変化,サービス産業部門の増加等,産業構造の大きな変化に直面して,他方,社会民主党政

権の誕生,大学紛争やそれに伴う教育制度の民主化などの社会全体の民主化のうねりを受けて,そ

れまでほとんど注目されてこなかった職業教育･訓練制度が世論の中心の一つとなった｡それは,

実現間近にして流れた　　年の職業訓練法案以来,実に50年ぶりに成立した職業教育法をめぐる論

議を皮切りとして展開され, 70年代を通じて一連の改革が職業教育･訓練の分野でなされた｡

この時期の職業教育･訓練の改革を扱った研究は,わが国でもいくつかある｡ 70年代のものは,

職業教育法を中心とした紹介が多い3)｡さらに詳しく個々の改革をフォローしたものとして,寺田

の一連の研究がある4)｡これらの研究は,個々の改革の経過を詳しく分析している｡しかし,この

大きな変動期を一連のものとしてさらに,デュアルシステムの構造全体を視野に入れた研究はまだ

ない｡

ドイツ本国での研究状況はどうであろうか｡ 70年代の研究は,改革を進める立場から,主張を全

面的に出した研究が目立った｡レンベルト/フランツケやファウルシュテイッヒの研究5)等がその

代表である｡改革が一段落した段階で,改革を振り返って中間的な総括をしているものとして,ノ

ルテ/レールあるいはリップスマイア一編の論集6),そして『ドイツ職業教育史史料A/5.職業

教育法史料　　　　　年』 Quellen und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in

Deutschland. A/5. Quellen und Dokumente zur Geschichte des Berufsbildungsgesetezes 1875-

1981. (1982　のペツオルトの序文のⅥとⅦ,さらにグライネルトの研究7)があげられる｡

その後,さらに時間をおいて, 80年代末から90年代にかけてより全面的に評価を下した研究がな

されるようになった｡デーンボステルの研究8)やペツオルト編の同上シリーズA/3/1, 『企業で

の職業教育1945-1990年』 Die betriebliche Berufsbildung 1945-1990.の序文が70年代の改革を再

評価している｡より総合的な評価をしているのがシュトラ-トマン/シュロツサーとグライネルト

のデュアルシステムの発展に関する総合的研究9)である｡これらはいずれも70年代の改革に厳しい

評価を下している｡

その他に,改革の過程に示された政治的社会的プロセスに焦点を当てた優れた研究としてオッフェ

の研究10)がある｡これは,改革途中での研究にもかかわらず,改革の矛盾と失敗を見事に説明して

いる｡これを受けて, 70年代改革を分析素材として,デュアルシステムの構造をより理論的に解明

しようとしたものに,シュトレーク/ヒルベルト/ケべレール/マイア-/ヴェ-バーの研究11)と

ヒルベルト/ズエードメルゼン/ヴェ-バーの研究12)がある｡しかし,やはりドイツにおいても,
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グライネルトによれば｢70年代の職業教育改革の経過は,これまでまだ総括的には叙述され,分析

されていない｣13)状況にある｡

ここでは,これらの研究の成果の上に立って, 70年代の職業教育･訓練改革がデュアルシステム

の枠内での近代化と,職業教育･訓練行政の統合水準の向上という課題を担っており,その下でデュ

アルシステムが揺らいでいたという仮設の下に,この改革を総体的に評価する事を目的とする｡具

体的には,改革をすすめた論理,改革の限界とその要因,そして改革の意義と,これら一連の経過
I

を通してあさらかになったデュアルシステムの本質的問題を解明することを課題とする｡

そのために,この一連の改革の動きを主として70年代を中心に,その前,すなわち60年代後半ま

でを視野に入れて,改革論議の論点,施策･政策,関係団体の動向,等の各レベルで分析評価した

後,最後に全体的な評価を行うこととする｡

なお,本号ではこのうち, 70年代の改革の前提となる60年代後半の改革論義と,その一つの帰結

である1969年の職業教育法の成立とその評価までを扱い, 70年代の職業教育･訓練改革の進展とそ

の停滞については次号にゆずる｡

年代後半の職業教育･訓練改革論議の背景

戟後復興された伝統的なドイツの職業教育･訓練システムは,この時期になると近代化あるいは

ア-ベルのいうところの｢現実主義的転換｣を迫られていた｡おりしも,職業教育･訓練以外の教

育分野では, 1964年の有名などヒト(Picht)の『教育の破局』 (Bildungskatastrophe)で一気に

世論の注目を集めた,大学及びギムナジウムの拡張の必要性の認識と,教育の機会均等要求の高ま

りが大きなうねりとなってい^--14)｡

また,この時期は,政治的には戟後一貫して政権を担当してきた,アデナウアー,エアハルトに

率いられたキリスト教民主同盟/キリスト教社会同盟勢力の後退がみられ, 1966年からのキージン

ガ-政権には社会民主党SPDも加わり, 69年にはプラントの社会民主党/自由民主党(SPD/

FDP)政権が誕生する,戟後政治における大きな転換点にあたっている｡

経済的には, 66/67年の一時的な後退を除き, 70年代はじめまでは好景気で,失業もいまだこの

時期は｢マージナルな現象｣15)であり, 70年の失業率はわずか0.7%にしかすぎず14)あたかも完全

雇用の時代が達成されたかのように思われた｡労働力は不足し,外国人労働力に頼らねばならなかっ

た｡経済は, ｢汲み尽くされた自国の労働力｣の｢質的な改善によって新たな成長ポテンシャルを

作り出す｣16)必要に迫られていた｡経済成長の重点は明らかに,従来のような｢外延的｣

(extensiv)なものから｢内包的｣ (intensiv)なもの-とシフトし*--17)｡改革のための財源は比較

的豊富であった｡

全体としてこの時期は,戟後復興を終えた後,新たな発展を前にした戟後西ドイツ社会の激動期

にあたっている｡
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こうした背景のもとで,職業教育･訓練の改革が行われた｡その一つの結果が,ドイツの職業教

育･訓練史において大きなメルクマールとなっている職業教育法の成立であった｡

3. 60年代の改革論議と職業教育法の成立

1 ) 60年代前半の改革論議

戟後直後から60年代前半までの,職業教育･訓練改革論議の一つの中心は,デュアルシステムに

おける企業･実習中心の訓練スタイルの評価をめぐる対立にあった｡ 50年代まで｢企業と結びつい

た職業訓練｣の重視は一貫して揺るがなかった｡しかし,早くも50年代後半からシュパルツローゼ

が指摘したように18)伝統的な手工業訓練モデルが,本格的な工業社会の到来を迎えて引き続き有効

かどうかが単に議論のみでなく,事実のレベルで問われなければならなくなった｡

従来のこの間題に対する,さまざまな公的な委員会及び審議会の答申や報告書では,ニュアンス

の違いはあれ,いずれも結論的には企業･実習中心の伝統的モデルを擁護してきた｡そうした傾向

がこの時期から変化し始める｡そのひとつが, 1964年のドイツ教育制度委員会(Deutscher Aus-

schu/3 fur das Erziehungs- und Bildungswesen)の｢職業訓練･学校制度についての答申｣で

ある｡これは,経済政策ないし社会政策の視点からではなく,教育政策の視点から職業教育･訓練

を本格的に検討した最初の文書であり,その後の一連の職業教育･訓練改革に関する議論の出発点

ともなった重要な文書である｡ここでは,本格的な工業化社会を迎えるにあたっての,国際的な職

業教育･訓練の動向を重視し,他の工業諸国が取り組んでいる改善策として以下の3点に注目して

いる｡すなわち,企業に入る前に基礎的なオリエンテーション期間として, 12-16歳の間に中等教

育が重視されていること,それに続く職業訓練は基礎的な訓練が重視され, ｢公的な監督のもとで,

試験規定を持った訓練プランに基づいて｣行われようとしていること,そして最後に就職後の継続

訓練が重視されてきていること19)が挙げられている｡

この答申は, ｢企業と職業学校における『二元的』訓練を肯定する｣20)ものの,従来の答申に比

べて一歩踏み出したものとなっている｡それは,企業における訓練を中心とはするもののそれが,

あくまで青少年の教育であることを強調している点である｡答申は次のように述べている｡ ｢企

業における職業教育･訓練には,その経済的･社会的意味にもかかわらず教育的責任が優位を占め

る｣20)｡また,答申は｢学校による訓練の経済的一社会的･文化政策的な意義の拡大｣21)を指摘して,

従来,軽視されてきた職業教育･訓練における学校の役割に注意を喚起している｡さらに,他の先

進諸国に比べて職業生活に入る年齢が早いドイツの青少年にとって,デュアルシステムにおける企

業への｢統合｣に対する｢職業学校の教育努力による補償｣21)の必要性を指摘している点は,この

答申の先見性を示すものといえよう｡このように,本答申は,デュアルシステムを認めながらも,

学校や教育という要素を従来よりも強めることによって,より柔軟で適応力のある職業教育･訓練

システムへの転換を図ろうとしたと考えられる｡
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しかし,この答申に対しては同じ委員会が59年に出した一般教育学校に関する答申に比べ,世論

の関心は未だ低く,発表された当時ほとんど反響はなかったという22)｡

だが,デュアルシステムの有効性-の疑問はこの時期徐々に強まっていく｡ 2でも述べたように,

60年代は国際的に教育投資論を唱える教育経済学が大きな影響力を持った｡　　年｢経済発展予測

専門家審議会｣ (Sachverstandigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung)は, 『年次報告書1965/66年一停滞なき安定化』でこの立場から,経済の成長及び構造

変化と職業教育･訓練の関係を論じている｡そこでは,将来の経済成長にとって教育水準が最も重

要な決定要因であると指摘している｡また,適応力のある労働力が必要であること,そのためには

職業教育･訓練の改善が必要なことを述べている｡報告書は次のように述べる｡ ｢伝統的な職業学

校と企業訓練の並立は,もはや議論の余地のないものではなくなってきている｡企業での訓練の質

は,多くは優れているものの,しかしまたしばしばきわめて不十分だ｡一中略-いかなる場合も企

業が最良の訓練の場であるとはみなし得ない｣23)｡

さらに報告書は, 15-19歳の青少年で全日制の学校在学者の割合が他の工業国に比べて低く,こ

れは職業学校と個別企業を超えた共同の訓練場の充実でカバーする必要があること,幅広い基礎的

な訓練が重要であること,伝統的な｢ツンフトじみた｣職業のイメージは今後ますます当てはまら

なくなることなどを指摘している24)｡

ここにも, 64年答申と同様,企業中心の訓練システムを変えようという意図が明確に看てとれる｡

2 )職業教育法の制定

戟後直後の数年間の職業教育･訓練法制定の努力が挫折した後,度重なる労働組合の要求にもか

かわらず,職業教育･訓練法は具体化されなかった｡この状態に変化がみられるのは,ようやく

60年代に入ってからである｡そのきっかけとなったのが, 59年に公表されたドイツ労働総同盟

DGB)の職業訓練法草案であった｡これは,職業教育･訓練に関して包括的な秩序を与えること,

法の実施と監督には連邦労働省があたること,訓練担当者と訓練を行う企業は基準に基づく許可制

とすること,労使双方によって構成される連邦,州,地区レベルでの委員会の設置等を求めた,全

42条からなる本格的な法案であっtz25)｡当初,アデナウアー率いる連邦政府と与党CDU/CSUは

消極的な対応を示していた｡これに対し, 1962年4月SPDは,政府に早急に職業教育･訓練に関

する法を提出するよう求める動議を提出した｡この動議でSPDは,その法案は, ｢職業訓練に関

するバラバラな法規定をまとめ,統一し,職業訓練を技術と経済の発展に適応させること｣26)す

べての分野の青少年に適用すること, ｢職業訓練を公的な課題と認めること｣などの要件を持つべ

きことを主張している26)｡これを受けて,連邦議会はSPDのイニシアチブのもとで,政府は63年

2月までに法案を議会に提出するべきであるという決議を採択し蠎-27)｡それでも政府は64年2月,

｢包括的な法案は, 『問題の法外な困難さに直面して』不可能｣27)であり,いつできるかも分からな

いと答えtzl ｡政府部内にはFDPの様に,営業条例の修正で対応すべきだという見解もあったも
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のの29) CDU/CSUは,一貫して消極的であった｡

SPDは,すでにこの時点で, 59年のDGB案を受けて来るべき職業教育法の骨格についてはっ

きりした構想を持っていた｡ 65年のDGBからの質問に対し,プラントは｢われわれ社会民主党は,

わが国のすべての人がその素質と能力にふさわしく発達できるような職業訓練を受けて権利を持つ

ということから出発する｣30)として,権利としての職業教育･訓練という立場を鮮明にした｡また,

64年の社会民主党教育基本政策では,職業訓練は公的な課題であること,今後の職業訓練は1年間

の幅広い基礎訓練の上になされること,企業における訓練も教育課題とみなすべきこと,教習作業

場を増やし,共同のものを作ること,職業訓練の管理･運営は国,労使等あらゆる当事者からなる

｢共同の自治機関｣によって行われること等が示されていォー-31)｡

1966年, SPDは｢労働市場を経済と技術の発展に一致させるための法案｣ (Entwurf eines

Gesetzes zur Anpassung des Arbeitsmarktes an die Entwicklung von Wirtschaft und

Technik)を出した｡この法案の目的は, ｢1.労働市場研究と職業研究によって経済と技術の発

展に労働市場を一致させること, 2.経済における職業訓練を経済と技術の発展に一致させること,

3.職業教育･訓練の実施に対する被用者の関与の促進, 4.転職による失業及び降格の防止｣と

されている32)｡これからも分かるように,この法案は上に示した, ｢権利としての職業教育･訓練｣

等の｢SPDのもともとの要求｣からは大きく後退し33)もっぱら｢近代化｣と社会政策にその重

点がおかれた｡また,ここでは,鉱業,公務,自由業など多くの分野の訓練が除外されており,

DGBからも批判され-34)｡

これに対抗して,同年CDU/CSU/FDP連合は, ｢職業訓練規制法案｣ (Entwurf eines Gesetzes

zur Regelung der Berufsausbildung)を提出した｡この法案は,手工業等に対する特別規定を含

み,現状の大幅な変更を避けようとしているものの,段階訓練(Stufenausbildung)に関する規

定(第6条)を含むなど,職業訓練の近代化にも配慮している｡

ぺツオルトによれば,両法案には｢重大な違いはなかった｣35)｡ただ, SPD案が国の責任と労働

組合の関与を強調しているのに対し,連合案は,現状通り会議所に大きな権限を与える｢私的な法

関係｣に委ねている点に大きな違いがあった35)｡職業教育･訓練の運営･管理及びその公的性格に

ついての見解の違いはあるものの,すでに60年代中ごろには,職業教育･訓練の近代化の必要性に

ついての認識では,ほぼ一致していたことがここからも窺える｡

まず,法案の審議に先だって関係者の意見聴取が行われた｡ 1967年6月に行われた公聴会では,

ほとんどの専門家は｢明白な違いにもかかわらず,法案では教育政策の目標に対して,経済的一社

会政策的目標が優先されることは拒否されねばならない｣という立場を取った36)｡青少年は｢経済

の付属物,経済一社会政策の対象｣とみなされてはならず,それゆえ来るべき法では,教育の観点

が前面に出され,職業訓練は教育制度全体の中で位置づけられるべきだという意見が強く出され

-36)｡のちに, 70年代の職業教育･訓練改革を推進したこの重要な観点は,残念ながら職業教育法

では貫かれず,このことがその後のさまざまな問題の火種となった｡
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1969年に成立した職業教育法では,結局,これがデュアルシステムの企業での訓練のみを｢規制｣

するものであり,学校での職業教育･訓練についてはカバーしないとされ,職業教育･訓練の二元

構造から生ずるさまざまな問題に有効に対処できない状況が引き続き放置された｡その意味では,

職業教育法の成立は,職業教育･訓練改革のゴールを意味したのではなく,むしろ出発点となった

といえよう｡

4.　年代前半の職業教育･訓練の改革の出発点

1 )職業教育法の評価

粁余曲折を経て成立した職業教育法の評価をめぐっては成立直後から大きく分かれた｡そもそも

この職業教育法は,原理的な対立点をそのまま残したまま作られた｢妥協法｣37)であった｡たしか

に, ｢企業における職業訓練のための,従来バラバラであった規定や規制が,はじめてまとめられ

た｣38)こと,連邦の権限(経済省,労働省)が強化されたこと,訓練期間を最大3年に制限したこ

と,州政府と連邦政府の連絡協調が図られたこと,連邦職業教育研究所が設立されたことなど,積

極面も多かった39)｡

しかし,これには, ｢職業訓練の質を十分に保証する明確な法規定が欠けている｣40)｡これに関す

る議論は, 70年代を通じて議論される職業教育･訓練改革の論点と重なるのでやや詳しく見ていこ

う｡その論点は,大別して5点にまとめられる｡

まず第1に,法の適用範囲についてである｡職業教育法では,職業訓練において大きな地位を占

める手工業については,すでにある手工業秩序法を考慮して,多くの重要な条文が適用されないと

されている(第73条)｡ 70年代はじめには工業･手工業の訓練契約の約2/3が手工業で結ばれてい

たという事情を勘案すればこの除外規定の持つ意味は大きい｡この点は後に詳しく見る｡さらに,

契約の10%を占める航海,公務の分野も除外される｡また,全日制の職業教育学校に通う者も除外

されるので(第2条), ｢訓練の質についての実質的な規定においては,職業教育法はわずかに被訓

練者の1/4にしか適用されない｣41)ことになる｡さらに,ワイマール時代の職業訓練法案審議以
∫

莱,大きな論点となっていた,不熟練工,半熟練工にも適用するかどうかについても,適用しない

としている42)｡

第2に,職業訓練の監督･管轄権についての問題である｡法案成立前の議論でしばしば主張され

た連邦及び州政府,あるいは自治体の権限の強化によって,職業教育･訓練の｢公的性格｣,公共

性を保証しようという見解は,結局採用されなかった｡すなわち,従来通り,会議所が大きな権限

を持つことが法認された｡連邦,州,会議所の各レベルで労使,職業学校教師の代表で構成される

職業教育委員会が設置されるとされ(第50条～第59条),実際の実務の管理･運営は使用者機関で

ある会議所が行う｡これに対しては特に,労働組合から不満がぶつけられた｡

これを,法理論的にみると職業教育法は, ｢市場の私法的領域が,国の公法的領域と組み合わさ
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れた｣43)ものとみなされる｡すなわち, ｢たとえこの法が『公的な責任』というモメントを通用さ

せ,国も自ら訓練基準の布告によって,職業訓練の物質的な規制を引き受けているにしても,同時

に契約の自由の原理と,職業訓練を提供し実施する企業の権利は確保され,さらに企業の自治組織

(会議所)によって監督されるという前提と端的に結びついているが故に一中略-職業訓練は大部

分,私経済的な収益性の原理に規定される領域で行われる｣44)という変則的な性格をもっている｡

職業教育･訓練の公共性-の要求は,法的にはこうした形で,骨抜きにされてしまった｡こうして,

｢国には,公的な規範的な統制と,他方,同時に企業の自由の保護と保証が課せられる｣45)という

錯綜した状況が生じた｡

第3に,デュアルシステムにおける企業訓練と職業学校の間の連携の改善の問題である｡職業教

育法は,その名に反して企業における訓練のみを対象とし,職業学校との連携についての実質的な

規定をいっさい含んでいない｡そもそも,職業教育･訓練改革の論議の発端は,両者の関係の見直

しを通して,デュアルシステムの質的向上を図ることにあった｡しかし,結局,法では二元状態の

欠陥を抜本的に解決することにはなんら貢献しなかった｡

第4に,その結果,職業教育･訓練を,広く後期中等教育の一環として位置づけるという教育的

視点は後景に退いてしまった｡教育については州政府が管轄するという憲法上の制約があるとはい

え,本法は｢経済法の付属物としての訓練法｣46)以上にはでなかった｡このことは,法制定にいた

る過程でのヒアリングにおいても,これに関する膨大な文献を見ても,職業教育学(者)や直接の

当事者たる職業学校教師がほとんど議論に参加していないことからも明らかである47)｡成立後,職

業学校教師の全国組織はその声明の中で,職業教育法の成立によって｢私経済の利益が,青少年の

教育政策上の権利に対して優位を保つということが持続され｣48) ｢職業学校が法律から完全に除外

され｣49) ｢一面的に経済法的,労働法的,社会法的｣48)なものになっていると批判した｡

これには,労働組合にも責任の一端がある｡この時点での,労働組合の最大の関心は,職業教育･

訓練における労使の共同決定による影響力の強化にあった｡ネルカーとショウエンフェルトは,そ

こには｢まず第一に使用者団体と労働組合の葛藤という形で現れる職業教育観が示されている｣50)

とし,そうした見方が法全体を｢赤い糸のように貫いている｣と述べている｡すなわち, ｢あらゆ

るレベルの委員会を労使の代表で占めるという努力で一貫している｣50)｡そして,その際｢職業教

育･訓練は社会政策上の論争という次元に還元されてしまった｣50)｡こうした,教育の視点の弱さ

は,単に職業学校を除外したのみならず,企業での訓練の｢教育化｣ (P畠dagogisierung)をも弱

めることになっ　-51)｡すなわち,企業での訓練担当者の教育的適性や,職業学校教師の企業での訓

練への関与の権限について本法は何も定めていない｡職業訓練は,多大な努力にもかかわらず依然

として,経済･社会政策の一環として扱われる状況を脱し得なかった49)｡

そして,最後に,職業訓練財政の問題である｡職業訓練ポストの安定的供給や,職業教育･訓練

の公共性の確保に取ってきわめて重要な鍵となる職業訓練の財政システムの改革については,法に

はいっさい規定されなかった｡これについては次号で詳しく述べる｡
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以上からみて,総じて,職業教育法は｢原理的には,現存の職業訓練体系の基本構造を是認しそ
l

れに法的な権威を与えた｣52)ものと評価できる｡ペツオルトは, ｢包括的な改革問題が既に,法の

発布以前に公然と議論されていたにもかかわらず,職業教育法は低い統合水準と,僅かな内容上の

改革と展望しか持てなかった｣52)とさびしく評価している｡先にあげた,ネルカーとショウエンフェ

ルトも同様にきびしい評価を下している｡すなわち｢この法は,実際,職業教育法と名付けられて

いるが,むしろ『職業訓練システムの社会政策上の現状を椎持する法』 (GesetzzurErhaltungdes

sozialpolitischen status quo im Berufsausbildungssystem)とした方がよかろう｡その最も重

要な特徴は,古色蒼然たる社会形式への固執である｣53)と断罪している｡

当然,労働組合はこの法が, ｢ドイツの職業教育の伝統的形式を,さらに何十年も固定化する危

険をはらんでいる｣54) (DGB)と評価し, ｢職業教育法は民主的で将来に向けた職業教育を生むので

はなく,現在の関係を修復し,教育と訓練に対する憲法上の権利を否定している｣ (IGメタル55;

と批判した｡一方,これに対して使用者側は,職業教育法が現状を公認し,安定化させるとして歓

迎しォー-56)代表的な保守的な立場を取るアブラハムは, ｢職業教育法は若干の重要な点を除けば,

新しい法を作ったのではなくて,事実上存在している企業での職業教育の規制を形式的に認可した

ものにすぎない｡　年の職業教育法の中には,立法者が職業教育の問題をまずもって,経済の自

治事項とみなしてきたことが認められる｣57)と述べている｡

このように,職業教育法は大きな期待にもかかわらず,教育体系と職業訓練体系,デュアルシス

テムにおける企業訓練と職業学校,連邦と州の権限という各次元においての統合という点ではきわ

めて低い水準にとどまらざるを得なかっtz�"-58)｡その結果,大局的には法の成立によって,現状固定

ないし強化に至った｡具体的には, ｢現存デュアルシステムを安定化させ｣59)デュアルシステムの

｢企業訓練の部分の強化に至った｣60)｡そして,皮肉なことに,職業教育法は｢改革者にとってはむ

しろ障害として働いた｣61)｡

先にも述べたように,この意味で職業教育法は,あらためて改革の出発点となった｡職業教育法

成立後わずか1ケ月後に成立したプラント政権は直ちに,この職業教育法の改正に向け精力的な取

り組みを開始した｡次にその前提として,職業教育法施行以後の職業教育･訓練の実態を見ておこ

う｡

2 )職業教育法実施後の職業教育･訓練の状況

職業教育法を分析したオッフェは,この法がきわめて妥協的なものにとどまった背景には,審議

過程における政府のヘゲモニー不足と科学的データの不足があったと指摘している62)｡特に後者の

欠陥は,審議が｢客観的な分析ではなく,交渉と葛藤の回避の技術｣に委ねられる結果を惹起した｡

職業教育法では,これを是正すべく新たに,連邦職業教育研究所を設けることを規定した｡

プラント政権は, 1970年11月, ｢職業教育行動計画｣ (Aktionprogramm Beruflichen Bildung)

に基づいて,職業教育法の実施後の状況を調査した｡これは,連邦労働省の委託を受けて,ケルン
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の社会経済構造研究所が,ヘッセン州とノルトライン-ヴェストファーレン州の2,800人の男子訓

練生と, 1,700人の女子訓練生を対象に行なったものである63)｡その結果,訓練生の2分の1以上が

50人以下の企業で, 3分の1以上が10人以上の企業で訓練を受けていること,規則的な理論授業を

受けているのは23%に過ぎないこと, 53%は訓練と無関係な補助労働や手伝いをさせられており,

6%は訓練時間の3分の1以上がそれに当てられていること,訓練プランに従って訓練されている

訓練生は3分の1に過ぎず, 62%は時間的空間的に労働と訓練は分離されておらず,半数以上の訓

練生は中間試験を受けていないことが明らかになった｡また,訓練の計画性という点では,予想さ

れるように企業の規模によって大きな格差がみられた｡すなわち,大企業では4分の3が訓練プラ

ンに従って訓練している一万, 20人以下の小企業では,それは6分の1に過ぎない63)｡

この企業規模による訓練の格差は,別の調査によっても確認される｡ 72年の調査によると,商工

業企業の90%は,法に定められた訓練計画に沿って訓練を行っているのに対し,手工業企業では僅

か26%に過ぎない64)｡また,工業大企業の　3.3%が独自の教習作業場を持っているのに対し,手工

業では2.3%に過ぎない｡あるいは,工業企業では,訓練生の15.4%が補足的に(職業学校とは別に),

工場での授業を受けているのに対し,手工業ではわずか2 %である64)｡

さらに,次号で述べるが職業訓練財政の専門委員会であったエディング委員会の詳細な調査でも,

訓練の不平等が明らかにされている｡すなわち,職業教育法第4条に定められている訓練プランを

持つのは, 1,000人以上の商工業企業の92.5%, 1,000人未満のそれの66.9%,手工業企業では19.6%

となっている65)｡

発効直後とはいえ,このように明白な職業教育法違反を含め,憂慮すべき状況が普遍的に存在し

ていたことが分かる｡ DGBは,これらの調査結果から, ｢職業教育法は,明らかに多くの場合,過

用されていないか,あるいはその意義と目的にふさわしく適用されていない｣として,その原因が

法の不備にあるとして直ちに法の改正を要求している66)｡

一万, 60年代後半から70年代にかけて,一般教育の分野では大きな変化が生じていた｡この時期,

中等教育の拡充が顕著であった｡中等教育段階の各学校の生徒数の増加は表1に示すとおりである｡

特に実科学校,ギムナジウム,職業専門学校の伸びが著しい｡

表1　中等教育段階の生徒分布67)

午 実 科 学 校
I.

ギム ナジ ウム 職業専 門学校 職 業 学 校

1960

生徒 数 指 数 生徒 数 指 数 生徒数 指 数 生徒 数 指 数

460 .7 1 00 .0 8 53 .4 10 0 .0 1 39 .3 10 0.0 16 61 .9 1 00 .0

19 65 5 70 .9 1 23 .ら 95 7.9 1 12 .2 1 67 .5 120 .4 178 0 .0 1 07 .1

19 70 86 3 .5 1 87 .4 13 79 .5 16 1 .6 2 08 .7 150 .0 159 9 .8 B Q.0

19 7 1 109 9 .9 23 8 .8 17 79 .7 20 8 .5 2 75 .0 19 7.6 164 7 .8 3.2

(単位1,000人)
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もう少し時間のスパンを長く取ってみると,このことはよりはっきりとする(表2)｡

表2 16歳時の進学先錦　　　　　　　　(%)

国 民 学 校

特 殊 学 校
実 科 学 校 ギムナジウム 職業専門学校 職 業 学 校

1952 - 3●9 8●9 3●1 69.3

1962 0●9 7●6 ll.4 4●6 3.7

1972 3●1 9●6 17.4 8●0 53.5

表3　訓練生の学歴　　　　　(%)

1960 1965 1970 1975

中等教育修了
16.3 13l畠 25.6 3.5

(m ittlerer B ildungsabschluli)

大学人学資格
9●0 7●1 ll.7 18.1

(Fach-H ochschulreife)

義務教育修了 74.7 79.6 2.6 .3

16歳時点の青少年で職業学校に進む者は,多数派であったとはいえ,徐々に減ってきている｡そ

の結果,訓練生の学歴や年齢に変化が生じた｡ 60年に比べて75年には,基幹学校(Hauptschule)

修了者の増加による中等教育修了者の増加と,大学人学資格を持つ者の増加が顕著である(表3 )｡

訓練生の平均年齢も, 70年で16.6歳, 75年で16.9歳と伸びている69)｡しかしこの時点では,訓練生

のほとんどが,基幹学校出身(約80%)で下層ないし中間下層出身(約85%　という伝統的な属性

に根本的な変化は見られなかった70)｡

次に,職業訓練の近代化の必要の最大の根拠とされた,訓練と雇用のミスマッチについて見てみ

よう｡　年に連邦労働局の労働市場一職業研究所は,全体のO.E　にあたる男子労働者(労働者

職)の訓練一職業経歴について調査した71)｡これによると,デュアルシステムで訓練を受けた者の

うち約3分の1 (32.4%)が転職を経験していること,そしてその内の約半分が新しい職場では,

前の知識と技能はわずかしか,あるいはほとんど役に立たないと答えている｡この高い転職率は,

一見して戟争ないし戟後の混乱によって説明されるように見える｡しかし,分析の結果必ずしもそ

うとは言えず, 1955年以後の働き始めた者の転職率が比較的高率であることが分かった｡さらに,

訓練修了者の約半数は, 1年以内に訓練を受けた企業を去り,平均してその20%が,専門労働者か

ら補助一半熟練労働者になっている72)｡転職率の高い職種は鉱夫(69.3%),搾乳手　57.0 ,車大

工(52.8),製粉(50.0),靴職人(44.0),仕立て業(43.1)など手工業職種が目立つ｡これらの職

種からの転職者のうちで,身につけた知識や技能がその後全く役に立たなかったと答えている者の

比率が高い職種は,搾乳手,仕立て業,靴職人などである72)｡

さらに,マクロ的に工業,手工業,サービスという経済領域にわけて,訓練を受けた企業と雇用
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されている企業の関係を見てみると以下のようになる｡

表4　訓練と雇用の関係(その1 T

訓練を受けた企業 → 雇用されている企業 (% )

工 業 ‥290万人= 30% → 工業 ‥71, 手工業 ‥6 , サービス ‥23
手 工 業 ‥450万人= 48 % → 工業 ‥38, 手工業 :35. サービス :27
サービス :260万人= 22% → 工業 ‥23, 手工業 ‥4 , サービス ‥73

全 体 :950万人= 100 % → 工 業 :430万人/ 45%
手 工 業 ‥180万人/ 19%
サービス :340万人/ 36%

これからは,手工業で訓練を受けた者で,手工業に止まるものの割合が他の2つに比べて,格段

に低いことが分かる(約半分)｡

それでは,彼らは訓練で身につけた知識や技能を他の経済領域でどれくらい生かせているのであ

ろうか｡これについてもこの調査は興味深いデータを示している｡ 1955年から70年の間に職業訓練

を受け,その後補完訓練を受けずに転職した男子労働者の内で,前の職業の知識技能がほとんど,

あるいは全く役に立たないとする者の割合を次に示そう(表5)｡

表5　訓練と雇用の関係(その2)74)　　　(%)

訓練を受けた企業 働いている企業 転職者 役に立たないとする者

手 工 業 手 工 業 14 5

工 業 工 業 32 13

サービス 全 体 37 21

手 工 業 全 体 38 20

工 業 全 体 40 19

工 業 手 工 業 49 23

手 工 業 工 業 54 28

これによると,そう考える割合の高い者は,手工業から工業に転じた者で,次いで工業から手工

業に転じた者である｡職業訓練における伝統的な手工業の地位は,工業との共通性ないし工業の基

礎としての手工業訓練の有効性によって説明されてきた｡しかし,この事実はそうした説明を覆す

ものである｡手工業全体の熟練労働力は67年から76年にかけて13%も減っている75)｡にもかかわら

ず, 60年代から70年代を通じて,訓練生の訓練の場において,手工業はその地位を低めるどころか

逆に高めてきている(表6)｡この点が, 70年代の改革論議の1つの中心になる｡
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表6　訓練生の訓練の場76)　　(%)

商工 業 手工業 公 務 農 業 そ の他

1960 58.4 35.2 - 2●8 3●6

1970 57.0 33.2 1●7 3●1 5●0

1975 47.7 38.0 3●5 2●5 8●4

1976 46.4 38.S 3●3 9 QZ.O 8●7

1977 46.1 39.8 3●2 2●9 8●0

こうした,訓練と雇用のミスマッチの結果,熟練労働力の75%が訓練された職種では,そのわず

か40%しか働いていない実態が明らかになった77)｡このように,職業教育法施行後の本格的な実証

的な調査から,職業教育･訓練の深刻な実態が改めて広く認識されるようになり,改革の取り組み

に拍車をかけることとなった｡

3)ドイツ教育審議会の｢徒弟養成の改善勧告｣と｢教育制度構造プラン｣

70年代の職業教育･訓練の改革を見ていく上で,教育制度全般の改革動向を視野にいれておくこ

とが不可欠である｡さきに見た, 1964年のドイツ教育制度委員会の｢職業訓練･学校制度について

の答申｣が,ほとんど注目されなかったのに対し,この時期相次いで出された,ドイツ教育審議会

(Deutscher Bildungsrat)の文書は世論の関心を集めた｡ 60年代末の大学紛争に刺激されて,訓

練生のプロテストが起こったことや,雑誌シュピーゲルが特集を組んだこと等がその背景にあった｡

ヴインターハ-ガ-の『徒弟一忘れられた多数派』とし.､う象徴的な表題の著作が,職業教育･訓練

への世論の喚起の直接のきっかけとなったといわれている78)｡

この2つの文書は,密接な関係を持っており, ｢徒弟養成の改善勧告｣ (1969　でまず職業教育･

訓練のみを扱い,ついで職業教育･訓練を全体の教育体系に位置づけたものが｢教育制度構造プラ

ン｣ (1970)である｡

1969年3月の｢徒弟養成の改善勧告｣ (Empfehlungen der Bildungskommission. Zur Ver-

besserung der Lehringsausbildung.)は, ｢徒弟養成をめぐる議論におけるそれまでの頂点｣で

あり, ｢これによって初めて幅広く世論が徒弟養成の問題に向けられた｣といわれている79)｡この

勧告は,職業訓練の欠陥を大きく2つの点に整理している｡まず,職業訓練の質において,きわめ

て大きなバラツキがあることである｡これは,経済分野,企業規模,訓練の場の違いによって生じ

る｡もう一つは,全体として訓練企業は教育的･計画的に訓練しておらず,徒弟は必要な資質を身

につけられないことである80)｡そして,勧告はさらに詳しくその原因を挙げている｡すなわち,訓

練企業は,非体系的,非計画的で,一面的な訓練しか与えておらず,徒弟は,しばしば補助作業や

雑用を余儀なくされている｡特に,理論面での訓練が十分で,週8時間という最低限の職業学校の

授業も,教師･教室の不足で多くの場合なされていないこと｡その結果,修了試験では特に理論部
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分の成績が悪いこと,また理論と実践が切り離されてしまっていること,訓練にあたる者が訓練基

準や試験規定等を知らなかったり,多くは併任者であり,場合によっては専門的資質に欠けている

こと等である80)｡

これらの現状を改善するにあたって,勧告は徒弟養成の目標として以下の7点を挙げる｡すなわ

ち, (1)職業教育･訓練-の機会均等, (2)職業的資質達成の保証とそのための最低限の基準の設定,

(3)勤労者の,企業での技術･′経済･社会的過程に対する批判的理解と自覚的協働, (4)変化する経済

と社会-の適応能力, (5)一般教育と職業教育の相互浸透の強化, (6)訓練システムの弾力性. (7)職業

教育･訓練への当事者及び関係者の適切な関与である81)｡

これらの目標の基礎には, 16歳から19歳の青少年の間にある教育機会に対する不平等を是正する

こと,換言すればこの時期の一般教育学校と職業教育･訓練の等価値性を実現すること,徒弟の教

育･訓練を受ける権利を保証すること,そのために国などの公的な責任が問われることといった理

念があった｡勧告は, ｢徒弟の訓練は,教育制度全体の基礎となる同一の規準によって評価されね

ばならない｡それは,個人の基本権と,民主的･社会的法国家における,経済一社会政策の最高の

目標から生じてくる｣と述べる81)｡

｢勧告｣は,基本的にはデュアルシステムを認めている｡しかし,デュアルシステムにおいて,

これらの理念を活かそうとすれば,さしあたり, ｢公的な責任のもとにある｣学校部分の比重の強

化,あるいは教育的要素の強調から始めるのが容易であった｡そして,これをてこに, ｢一般教育

学校と大学に対するのと同じ教育政策の目標と指導理念が妥当すべきだ｣82)という理念で企業部分

の訓練の改革を図ろうとする戟略があった｡ハイマンはこの勧告で｢従来の労働市場保障政策から,

初めて『すべての青少年のための訓練-の権利と保障』が求められた｣のであり, ｢それゆえ,経

済と労働市場の法則ではなくて, 『教育への憲法上の権利』が改革政策の中心にならなければなら

ないという表現が現れた｣83､)ことを高く評価している｡

この戟略を引き継いで,学校制度全体の体系化を図る中で,職業教育･訓練の改革も位置づけよ

うとしたのが, 70年2月に出された｢教育制度構造プラン｣ (Strukturplan fur das Bildungs-

wesen　であった｡このプランの基本的理念は,教育への権利,機会均等,民主化,学校体系の相

互浸透性,カリキュラム改革,教育体系全体の段階化であった84)｡プランは,教育体系を, 1.就

学前(基礎)段階(Elementarbereich3-5歳), 2.初等段階(Primarbereich 6-10歳), 3　中

等段階I (Sekundarstufe I lト15,16歳), 4.中等段階n (Sekundarstufe E 16-19歳), 5.高

等教育(TertiarerBereich 19歳-), 6.継続教育(QuatarerBereich)の6段階に分けて,各段

階の緊密なつながりと,各段階内部の相互浸透性の強化を詣っている85)｡

職業教育･訓練に直接関係するのは,中等教育段階,特にその第2段階(第1ト13学年)である｡

この段階では｢職業に関連する教育過程｣ (berufsbezogener Bildungsgang)と｢進学準備の教

育過程｣ (studienbezogene Bildungsgang)に分けられる｡ただ,両過程は一般教育と職業教育

の統合という観点から,できるだけ接近融合させることが求吟られる｡それは,前者の｢より強力
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な理論的基礎付け｣と, ｢カリキュラム上並びに組織上の,一般教育と専門理論教授の統合｣によっ

てなされる86)｡本来この目標は,最終的にはこの年齢段階におけるデュアルシステムの廃止と,紘

合制学校によって可能となる｡前者はもちろん,後者の総合制学校についても,取り組みは困難を

極めた｡

さて, ｢プラン｣はデュアルシステムそのものをどのよう･に評価していたのであろうか｡ ｢プラン｣

も, ｢勧告｣同様デュアルシステムの有効性を認めている｡ ｢プラン｣は｢デュアルシステムは,将

来も,職業訓練において重要な役割を果たすであろう｣87)あるいは｢専門実践教授を完全に,学

校形態の中に受け入れることは望ましくない｡というのも,授業が実践と結びついていることの必

要性や,授業が新しい技術や労働組織の発展に絶えず適応していく保証がなされないからであ

る｣88);さらに｢今日の企業訓練を全般的に学校形態に解消するのは適当ではない｣89)と述べ,デュ

アルシステムの維持の立場をとっている｡

しかし, ｢プラン｣はその上で,デュアルシステムの修正,近代化を図ろうとする｡デュアルシ

ステムにおける企業訓練の部分に関しては,それが,中等段階Ⅱの一環として行われる以上, ｢教

育過程の一部分｣であること,そして,何よりも｢勧告｣に示された基準を達成することを求めて

いる90)｡職業訓練の近代化に関しては, ｢プラン｣には職業観と職業教育･訓練の段階化,多様化

という点で特徴がみられる｡ ｢プラン｣は職業を次のように考えている｡ ｢今日,一つの『生涯を通

しての職業』 (Lebensberuf)に向けての訓練が,余りに早くから行われ,この職業-の特殊化が

はじめから余りに強いので,後の転職に大きな障害となっている｣｡ ｢それゆえ,最初の職業訓練の

目標は,いまや,ある身分的な職業一社会秩序における一定の地位を保証する『ベルーフ』の獲得

ではなくて,実際の業務と関係したクオリフイケ-ションと,企業と社会における民主的な共同決

定･参加の能力の獲得である｣91)｡つまり,ここでは60年代まで実態的にはともかく,いわばたて

前として掲げられてきた古典的な職業観からの脱却が完全に行われているといえよう｡ここから,

職業教育･訓練の段階化と多様化が導き出されるのは論理的必然である｡

段階化に関しては, ｢プラン｣はまず,基本的には職業訓練は第11学年の職業基礎教育

(Berufsgrundbildung)の段階からはじまるとしている｡この段階では,緩やかな職業領域にお

いて幅広い,基礎的な訓練と一般教育の継続がなされ,その後職業選択の後に2年の職業専門訓練

が始まる｡この段階も2つに分けられ,はじめは確実な専門知識と基礎技能が与えられ,後半は,

同時に｢その企業の社会的経済的構造｣を知るようにされる92)｡このように,訓練を段階化するこ

とによって,将来予想される転職にも柔軟に対応できる労働力を養成しようとしている｡

もう一方の,多様化については,デュアルシステムで有効に対応できなくなっている職種,例え

ば,社会福祉関係,家政関係,商業関係等では,体系的な教育課程がより必要とされる分野であり,

これらにおいては他の形態,すなわち学校形態による訓練が適切であるとして,デュアルシステム

の相対化を図っている93)｡また｢プラン｣は,デュアルシステム内部にあっても,理論部分の相対

的比重が増してきているのに鑑み,職業学校の改善の必要性を強調している｡入学する生徒の学歴
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の差を考慮しないカリキュラム,企業での訓練との不整合等を挙げ,職業学校制度の改革が, ｢次

期教育審議会の差し迫った課題｣だとしている94)｡

もう一点｢プラン｣で注目しておくべき点は,これが職業教育･訓練における社会化作用にも留

意していることである｡ 60年代から徐々に注目され始めたこの機能は95)おりからの教育の民主化

のうねりとも相まって見直しが迫られていた｡ケルシェンシュタイナー以来デュアルシステムにお

いては公民教育が課題とされてきた｡しかし,その内容は新しい時代に即して変えていく必要があっ

た｡ ｢プラン｣は,これについて成熟性･成人の自立性(Mdndigkeit)という概念を示した｡そ

れは,具体的には｢政治的,経済的,社会的な諸関連-の洞察｣ ｢批判能力,自立した行為｣等と

説明されている96)｡上に述べた職業専門訓練において, ｢企業の社会的経済的構造｣を知ることが

重要な要素とされていることも,これに関係する｡ここに,決して十分とは言えないにせよ, ｢プ

ラン｣が訓練生の立場から,デュアルシステムにおける封建的要素を除去する意図を持っているこ

とが読み取れる｡もっとも,これには,労働者に求められる労働徳性(Arbeits仙genden)が変化

したことも考慮しておく必要がある｡すなわち, 50年代に必要とされていた｢秩序,清潔,勤勉,

正確,忍耐力,信頼性｣といった徳性から, 60, 70年代には｢弾力性,適応力,協調性,技術的セ

ンス,技術的知性｣といったもの-と変化してきたことがあるだろう97)｡

以上, ｢勧告｣と｢プラン｣がいずれも,デュアルシステムは推持しつつも,産業構造,労働市

場,技術の変化に対応した職業教育･訓練の近代化の必要性を全面的に打ち出していること,そし

てそれを職業教育と･訓練の多様化,段階化によって,柔軟な適応能力を持つ労働力を養成するこ

とによって対応しようとしていることが明らかにされた｡

(以下次号)
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